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日 本 語 版 

防災の日は国民が台風、高潮、津波、地震等の 

災害についての認識を深め、それらの災害に対する 

心構えを新たにする日です。 

この機会に防災グッズの準備や点検をしたり、実際に 

災害が起こったとき、どう行動するかなどご家族で話し 

合うきっかけにしてみてはいかがでしょうか？ 

大規模な災害が発生し、避難生活が続くと傷害事件 

や貴重品盗難のほか、わいせつ行為等の性的犯罪など 

の二次被害が発生するおそれがあります。災害時、 

防犯の観点からも対策を確認しておくと安心です！！ 

 

 

 

過去に起きた地震の揺れを体験！！ 

ゼロは手すりにしっかりつかまって、 

立っているのがやっとだったよ。 

実際の激しい揺れは、長い場合 

3 分以上続くんだって！！ 

「伝言ダイヤル 171」 

かけてみたよ！伝言で 

大切な人と安否確認を 

し合うことができて、 

いざという時 

安心だね！ 

 

避難所での暮らしを 

体験！！段ボールベッド

って、意外にしっかり 

している！ 

避難所の一人当たりのス

ペースはこのくらいの広

さなんだね！（3.3 ㎡） 

リニューアルした静岡県地震防災センター 

に見学に行ってきたにゃん！！ 

見学コースがいくつかに分かれていて、ゼロは 

今回「ふじのくに防災シアターと地震津波ゾーン」

に参加にゃん！！ 

 

災害からあなたと大切な人の命を守るため 

・南海トラフ地震をはじめ自然災害の脅威を       

・自助・共助・公助が連携して         

・県民一丸となって        しましょう！ 

出典：静岡県地震防災センターガイドマップ 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在入館制限をしており、

事前予約制となっています。お申込み電話番号：054-251-7100 

見学コースの内容など、詳しくはこちらをご確認ください。↓ 

https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/e-quakes/reservation/index.html 

〇｢防災女子赤のまもり」－女性や子ども対象 

〇｢防災女子青のまもり」－避難所運営に携わる管理者対象 

https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/saigai/bosai.html 

https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/saigai/7languages.

html←多言語版 

 

 
〇｢防災長寿銀のまもり」－高齢者対象 

https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/saigai/ 

documents/ginnomamori.html 

 

https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/e-quakes/reservation/index.html
https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/saigai/bosai.html
https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/saigai/7languages.html
https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/saigai/7languages.html
https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/saigai/documents/ginnomamori.html
https://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/saigai/documents/ginnomamori.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記はあくまで県警特殊詐欺手口の代表例です。警察官×金融機関等、複数の相手を騙る場合があります 

台風を口実にした悪質商法にご注意ください！ 

♣♣  「保険金で自己負担なく修理ができる」などと勧誘されても、すぐに契約しない 
ようにしましょう！ 

 
♣♣  保険契約の内容や必要書類を確認し、保険会社に相談しましょう！ 

 
 

 

 

要注意ワード！！ 

〇県の消費生活相談窓口 

東部県民生活センター TEL055-952-2299 

中部県民生活センター TEL054-202-6006 

西部県民生活センター TEL053-452-2299 

 

 

 

消費生活についてのご相談は、下記をご利用ください。 

〇消費者ホットライン 

１８８（いやや！） 
※電話をして郵便番号を入力すると、お近くの 

市町の消費生活相談窓口へおつなぎします。 

出典：くらしのめ №77 2020.8発行 
 

①電話の相手は？ ②電話の内容は？ 

■ 親族 

(息子・孫・甥) 

 

■ 風邪を引いて声がおかしい。  ■ 携帯を落とした。   ■ 番号が変わった。 

■ 会社の金を横領した。        ■ 小切手を落とした。 

■ 不倫して示談金が必要。      ■ 事故を起こし、警察に逮捕される。 

■ 警察官 

■ 詐欺犯人を逮捕したら名簿に名前があった。 

■ キャッシュカードが不正に利用されていて、回収する必要がある。 

■ 使っている銀行は？キャッシュカードの暗証番号を教えて。 

■ 市役所･金融機関 
■ 医療費の還付金があるが、口座が使えなくなっている。 

■ キャッシュカードを交換する必要がある、手続きで暗証番号が必要。 

■ 家電量販店 
■ あなたのカードで買い物をしようとしている者がいる。 

■ 警察、金融機関からも連絡がいく。 

■ 放送局 ■ 番組に関する調査にご協力お願いします。家族構成は？ 貯蓄額は？ 

 

 

 

 

。 

出典：県警ツイッター 

②が１つでも当てはまれば、詐欺の可能性が高いです！このような電話がかかってきたら、

すぐに警察にご相談ください！ 
 

*上記はあくまで県内特殊詐欺手口の代表例です。警察官×金融機関等、複数の相手を騙る場合があります。 


